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研究成果の概要（和文）：　本研究では，違法な法益侵害に複数の主体が関与している場合における差止請求に
関する一般法理，すなわち，その相手方・発生要件・効果に関する基本的枠組みを解明すべく，理論的・原理的
考察を行った。
　具体的には，上記差止請求が行われる３つの主要な紛争類型（①所有権侵害・インミッシオン，②著作権侵
害・名誉毀損・プライバシー侵害，③競争秩序違反行為）ごとに，それぞれにおける当該請求の特徴を分析し，
それらを比較することで前記一般法理の析出を試みた。
　その際には，これまで日本において十分に顧みられることのなかった上記各紛争類型に関するドイツの判例・
学説について検討し，日本法への示唆を得るように努めた。

研究成果の概要（英文）：This research focused on the grand theory about the injunction (for example 
its conditions and effect) for cases in which a legally protected interest is infringed by plural 
participants, such as a case of intellectual properties, especially copyrights infringed on the 
Internet. 
German theories for the problem, that has not been yet fully analyzed in Japan, were intensively 
examined in this research to get suggestions for the proper solution under the Japanese civil law.

研究分野： 民法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
ある法益に対する違法な侵害に複数の主

体が関与している場合において，その法益の
受益者（＝被侵害者）は，いかなる要件の下
で，誰に対して，どのような事柄を差止請求
権に基づき請求することができるか。本研究
を開始した当時，このような問題を解明する
ことは，インターネット上における知的財産
権（著作権）侵害の横行を社会的契機として，
重要な課題として認識され始めていた。実際
に，知的財産法学によって，上記問題に関す
る検討がすでに進められていた。他方，民法
学においては，前記問題（複数の主体の関与
によって違法な法益侵害が惹起される場合
における，差止請求権による被侵害者の保護
のあり方如何）は，これまで十分に議論され
てこなかった。 
さらに，当該問題に関する比較法的動向に

関しても，近時，知的財産法学におけるアメ
リカ法の紹介・分析が行われているに止まり，
この問題についてすでに長年月にわたる議
論の蓄積を有し，また，最近，日本法と同じ
くインターネット上で横行する知的財産権
（著作権）侵害への対処に追われている――
その結果として，上記問題に関する新たな判
例・学説の登場，それらによる活発な議論が
再燃している――ドイツ法の紹介・分析は，
皆無に等しい状態であった。 
２．研究の目的 
以上のような問題状況・研究状況を踏まえ

て，本研究は，民法学の立場から，前記問題
の解決，つまりは，違法な法益侵害に複数の
主体が関与する場合における被請求者の差
止請求に関する一般法理（当該請求の相手
方・発生要件・効果に関する基本的枠組み）
の解明を目指して，①これらに関するドイツ
の判例・学説による議論を網羅的に整理・分
析すること，および②当該分析を通じて得ら
れた示唆を基にして，日本法における上記問
題のあるべき解決方法を検討することを目
的として構想された。 
３．研究の方法 
本研究では，第１に，ドイツの判例および

学説が従来，念頭に置いてきた，複数の主体
の関与によって違法な法益侵害が惹起され
る３つの主要な紛争類型，すなわち，①所有
権侵害・インミッシオン，②知的財産権侵害
（著作権侵害）・名誉毀損・プライバシー侵
害（これらは，絶対権侵害という共通点を有
する），③競争秩序違反行為の３類型を抽出
し，各々における被侵害者の差止請求の特徴
を把握すること，さらに，紛争類型ごとの特
徴を比較することによって各類型に特有の
個別的要件・効果を解明し，あわせてそれら
に共通する一般的要件・効果を明らかにする
ことを試みることとした。さらに，これらを
手がかりとして，上記３つの紛争類型のそれ
ぞれについて，我が国ではどのような議論が
行われてきたかを整理・分析し，上述のそれ
と同様の方法で，紛争類型ごとの特徴とそれ

らに通有する一般的傾向とを各々，追究する
こととした。 
 また，以上のような研究（本研究の本体部
分たる「複数の関与者に対する差止請求に関
する一般法理の解明」）を成功裡に完遂する
には，いわばそのための土台作りとして，民
法上の差止請求権に関する一般原理につい
ても合わせて考察を進めなければならない。
それゆえ，本研究では，第２に，このような
一般的原理の分析にも合わせて取り組むこ
ととした。 
４．研究成果 
（１）複数の関与者に対する差止請求に関す
る一般法理の解明 
ある法益に対する違法な侵害に複数の主

体が関与している場合の第１は，所有権侵
害・インミッシオンの紛争類型である。 
この紛争類型に関しては，差止請求権の一

般理論（違法侵害説）――物権的請求権に関
するその特殊形態である権利簒奪理論――
に基づく結論として，被侵害者（例えば，自
己の所有権を侵害されている者あるいは侵
害されようとしている者）は，複数の関与者
のうち，被侵害者の権利を現に簒奪し（よう
とし）ている者を侵害者として，そのような
権利簒奪を中止あるいは予防するよう請求
することができる，と解すべきである。それ
ゆえ，当該紛争類型において，ある者がその
ような妨害排除・妨害予防義務を負うべき侵
害者とされるのは，まさしくその者自身が現
時点において権利簒奪的地位を保持し（よう
とし）ているからに他ならないため，これは，
特別な法理――例えば一般不法行為（709 条）
に対する共同不法行為（719 条）のような――
によるものではなく，差止請求権の一般法理
それ自体に基づく帰結に過ぎない（以上につ
いては，後記「５，主な発表論文等」〔図書〕
の⑤においてその要点を示すほか，別途，そ
の内容をより詳しく論ずる論考を現在，執筆
中である）。 
 第２に，複数の主体の関与によって違法な
法益侵害が惹起される第２の紛争類型（知的
財産権侵害など）および第３の紛争類型（競
争秩序違反行為）における被侵害者の差止請
求について，近年，ドイツの判例は，それぞ
れの紛争類型において依拠すべき法律構成
および差止請求権の発生要件を違える，との
立場を採るに至った。 
すなわち，ドイツの判例は，特に著作権そ

の他の知的財産権の侵害に関しては，物権的
妨害排除請求権・物権的妨害予防請求権につ
いて規定するドイツ民法典（BGB） 1004 条
の類推適用という法律構成（いわゆる侵害者
責任〔Störerhaftung〕の法理）を基礎として，
いわゆる間接侵害者（例えば，インターネッ
ト・プロバイダー）の妨害排除義務・妨害予
防義務を基礎付ける。 
これに対して，不正競争防止法（UWG）に

違反する行為（競争秩序違反行為）に関して
は，UWG 8 条の下で，社会生活上の義務



（Verkehrspflicht）に違反する行為を行ってい
るあるいは行おうとしている行為者（Täter）
に妨害排除・妨害予防義務を課すべきである，
とする（いわゆる行為者責任〔Täterhaftung〕
の法理）。 
他方，学説は，一般に以上のような判例の

立場＝二元論に対して批判的な見地を共有
しつつ，一元論を模索している。しかし，そ
の 方 向 性 と し て ， 前 記 侵 害 者 責 任
（Störerhaftung）の法理を不正競争行為（競
争秩序違反行為）にも及ぼす形で一元論を構
築すべきであると唱える学説と，反対に，前
記行為者責任（Täterhaftung）の法理によって
知的財産権侵害などをも規律すべきである
と説く学説とが対立しており，今日なお，議
論が続いている。 
結論として，私見によれば，上記行為者責

任の法理は，差止請求権と不法行為損害賠償
請求権との間における一般的・構造的な機能
的相違を無視するものであり，これを支持す
ることはできない。それゆえ，侵害者責任の
法理――また，これは前記違法侵害説・権利
簒奪理論と親和的な見地である――を基礎
として，知的財産権侵害・名誉毀損・プライ
バシー侵害，不正競争行為（競争秩序違反行
為），さらには所有権侵害・インミッシオン
の各紛争類型における被侵害者の差止請求
の相手方・発生要件・効果を統一的に把握し，
正当化することが妥当である，と思われる
（現在，以上の立論の詳細を示すための論考
を執筆している）。 
（２）民法上の差止請求権に関する一般法理
の解明 
 第１に，差止請求権の一般法理（発生根
拠・発生要件・発生要件の基本枠組み）に関
する私見（違法侵害説）は，ドイツにおける
物権的請求権に関する有力説（いわゆる権利
簒奪理論）をその基礎とし，またその論理を
物権以外の法益にも拡張することによって
成り立ったものである。このような私見につ
いて，ドイツの研究者から批判を仰ぐべく，
その内容やドイツの諸学説との関係などに
ついて講演を行い，その参加者と意見交換を
実施した（後記「５，主要な発表論文等」〔学
会発表〕の②）。さらに，それをドイツ語で
１つの学術論文にまとめて，公表した（後記
「５，主要な発表論文等」〔雑誌論文〕の③）。 
 第２に，差止請求権の一般的な発生要件で
ある違法な侵害の生ずるおそれ（「侵害の危
険」）の存否に関するあるべき判断方法につ
いて，我が国の消費者団体訴訟制度（差止請
求制度）を具体的な検討素材としつつ，また
ドイツの判例・学説による議論を参照しなが
ら，基礎的・比較法的考察を行った。その結
果として，我が国において（も），ある事業
者が，不特定かつ多数の消費者に対してすで
に一度，不当勧誘を行ったり，不当条項を使
用したりした事実が差止請求権の請求権者
によって証明された場合には，将来，その事
業者が当該違法行為を再び行うことができ

ないような客観的状況が存在しない限り，当
該事業者は消費者の利益を違法に侵害する
おそれがある，と考えるべきことを論じた
（５，主な発表論文等〔図書〕の③）。 
 第３に，前記私見（違法侵害説）に関して
これまでに我が国において示された疑問や
批判を整理して，これらに対する現時点にお
ける応接を試みつつ，差止請求権理論をめぐ
る今後の課題を整理した（５，主な発表論文
等〔雑誌論文〕の①および②）。 
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